
 家具転倒防止器具等取付費補助金交付制度 
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 ①補助金交付申請（※同意書） 

 
【対象世帯】 

○65 歳以上の高齢者

のみで構成 
※住民税非課税世帯 
 

 
②補助金交付決定通知 

 

 

 ④対象者、実績報告  市、補助金額確定通知 

 

 
⑤補助金請求関連書類提出 

 

 

 ⑥補助金振込み 

 

 【取付可能】

③器具を購

入し、自分

で取付 

【取付困難】 

③事業者に取付

工事依頼 

 

 

 

 

 

 

 

【補助金の流れ】 

①対象者から市へ交付申請（借家等の場合は所有者の同意書提出） 
②市の審査後、対象者へ交付決定通知 
③対象者が器具購入（自分で取付）か、事業者へ取付工事依頼 
④器具取付完了後（工事費支払後）、対象者は実績報告を提出。市は補助金額確定の通知 
⑤対象者、補助金請求関連書類（補助金請求書、見積書、領収書、写真等）を提出 
⑥市の審査後、対象者の指定口座へ補助金振込み 
【補助対象及び限度額】 

 器具購入費用（取付けた器具のみ対象）及び取り付け費用 10,000 円（但し、1 回限り）

販売店 事業者 

取付前後に必ず写真撮影 


